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●小
こ で ま り

手毬の会（絵手紙）
毎月第4木曜日13時～16時 吉

岡地区センター 3カ月4000円
小林☎ 78･6650

●あやせ伝統文化いけ花親子教室
簡単ないけ花体験。 6月4日～12
月24日の土曜日14時～15時30分

（ 全10回 ） 中央公民館 小・中
学生（小学生は保護者同伴） 各

※新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどが中止や延期になる場合があります

催し

サークル
20人（申込順） 各800円（花材代）

同教室 福谷☎ 77･6333
●あやせの中世を語る会「渋谷氏と
関わりを持った中世武将 畠山重忠」
全3回の講演会の1回目。 6月26
日（日）13時30分～15時 中央公
民館 30人（申込順） 市史跡ボ
ランティアの会 6月16日～25日

（21日を除く）に市民活動センター 8/15号原稿は7/12締め切り

市民からのお知らせ

青少年善行褒賞・青少年育成活動
推進者被表彰候補者の推薦

青少年や青少年団体のよい行いを「青
少年善行褒賞」として､ 青少年健全育
成の業績が顕著な個人や団体を「青少
年育成活動推進者表彰」として表彰し
ています（善行褒賞にあっては20歳未
満の個人か、おおむね20歳未満の方で
構成される団体）。地域でこの表彰に
該当する活動などをしている方を推薦
してください。 市青少年問題協議
会 7月15日までにこども未来課（☎
70･5655）にある推薦書に記入し同課
へ直接

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金の申請期限
が8月末まで延長になりました

新型コロナウイルス感染症の長期化に
伴う総合支援資金の再貸付と初回貸
付の終了などによって、生活に困窮し
ている世帯の方に支給する「新型コロ

ナウイルス感染症生活困窮者自立支援
金」の申請期限が、6月30日から8月31
日に延長になりました。求職活動要件

（月2回以上のハローワークなどでの職
業相談と週1回以上の企業への応募な
ど）が、それぞれ月1回以上に緩和され
ました。対象者には順次申請書などを
郵送しています。支給を希望する方は、
期限までに手続きをしてください。
福祉総務課☎70･5624

新型コロナウイルス感染症に関
する介護保険料・国民健康保険
税・後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症に感染し
たことにより働けなくなったり、同感
染症の影響により一定程度収入が下
がったりした方を対象に、介護保険
料・国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料が減免となる制度があります。
減免を申請する場合の条件など、詳
細については介護保険料は高齢介護

課（☎70･5636）、国民健康保険税・後
期高齢者医療保険料は保険年金課（☎
70･5617）へ連絡してください。

運転免許証自主返納支援事業

高齢者の運転免許証自主返納を促進
するため、コミュニティバス無料乗車
券（50枚、2年間有効）を発行してい
ます。 市内に住民登録がある65歳
以上で、運転免許証を自主返納してか
ら1年以内の方 市民活動推進課☎
70･5640

交通事故などの治療は
届け出が必要

交通事故・傷害事件などの第三者行為
や自損事故によるけがを国民健康保険

（国保）で治療する際は、治療時に医
療機関へ第三者行為などによるけがで
あることを伝えるとともに、保険年金
課へ必要書類を提出してください。第
三者行為によるけがは、原則、加害者

が負担するものですが、届け出をする
ことで国保が一時的に立て替えを行
い、治療を受けることができます。加害
者が負担すべき治療費は、後に加害者
へ請求します。加害者と示談している、
労災保険対象、飲酒運転、無免許運転
などのけがは対象外です。届け出用紙
などは市 からダウンロードできます。

同課☎70･5617

狂犬病予防注射月間

4月～6月は狂犬病予防注射月間です。
注射が済んでいない方は、動物病院で
接種してください。 健康づくり推進
課☎77･1133

女性就労等支援事業補助金

出産や子育てにより離職した女性の再就
職やキャリアアップを支援するために、就
職などに有利となる資格などの取得費用
の一部を助成しています。対象資格は、
介護、保育、簿記、ネイリスト、各種インス
トラクターなど、就職に有利になると考え

られるものです。補助率・金額は、資格な
どの取得にかかる講座受講料、授業料、
受験料などの経費の2分の1で上限4万
円です（申請は1人1回限り）。 次の①
～⑤を全て満たす女性①市内在住で18
歳以下の子を扶養している②正規雇用者
として就労していない③資格取得に対す
る他の補助金などの交付を受けていない

（厚生労働省の教育訓練給付金は除く）
④市税を滞納していない⑤現在無職で
就職を目指しているか非正規雇用から正
規雇用への転換を目指している 次の
①～⑦の書類を資格取得日の翌日から3
カ月以内に市民活動推進課へ直接①資
格などの取得を証明する書類の写し（免
許証、修了証など）②資格などの取得に
要した費用が分かる書類③厚生労働大
臣が指定する教育訓練を受講した場合
は、教育訓練給付金要件回答書の写し④
子の年齢が確認できる書類⑤雇用証明書

（現在就労中の方）⑥申請書⑦理由書（⑥
⑦は市 からダウンロード可） 同課☎
70･5657

スズメバチの巣の駆除費を
一部補助

単年度で申請者1人につき1件（同一敷
地内に巣が2個以上あっても1件）。補
助額は駆除費用（消費税除く）の2分の
1で1万円を限度。 スズメバチが営
巣している建物か敷地の管理者・所有
者 領収書発行日から30日以内にス
ズメバチ駆除費の記載された領収書、
巣の写真（駆除前・後）を持参し、健康
づくり推進課（☎77･1133）へ直接

　寄付ありがとうございました

▶市の社会福祉の発展・振興のため
100万円　株式会社芙二コーポレー
ション（川邊渓子代表取締役）▶ 　
福祉総務課☎70･5613

スズメバチの見分け方
･巣は円形で出入り口が1つ

･胸と腹のくびれが明確

･直線的に飛び、足は垂らさない

　民法改正により4月1日から成人年齢が18歳になり
ました。
　成人になると、法定代理人（親など）の同意がなくて
も、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを
組んだり、クレジットカードが作れるようになります。未
成年者の場合、法定代理人（親など）の同意がない契約
については取り消すことができますが、成人になると民
法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくな

ります。そのため、保護がなくなっ
たばかりの高校・大学在学中の
新成人を狙う悪質な業者もいま
す。新成人をターゲットにした悪
質商法によるトラブルに巻き込
まれないように注意してください。

消費生活センター☎70･3335

くらしの
消費生活
相談

成人年齢引き下げに伴う
新成人の消費者トラブルにご注意ください


